
 

 

長崎県デジタル力向上支援事業費補助金実施要綱 

 

 

 （趣旨） 

第１条 県は、原油価格や物価高騰などの影響を受けている県内中小企業者等が、生産性

向上や業務効率化を通じて賃上げなど労働環境の改善に資するため、企業内でデジタル

ツールを活用できる人材を育成するための費用について、予算の定めるところにより、

長崎県デジタル力向上支援事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付するものと

し、その交付については、長崎県補助金等交付規則（昭和40年長崎県規則第16号。以下

「規則」という。）、長崎県産業労働部関係補助金等交付要綱（平成19年長崎県告示第

299号。以下「交付要綱」という。）、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金制度要綱（令和２年５月１日府地創第127号）、補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律（昭和30年法律第179号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関す

る法律施行令（昭和30年政令第255号）及びその他の法令の定めによるほか、この実施

要綱の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、次に定めるところによる。 

(1) 中小企業者等 中小企業支援法（昭和38年法律第147号）第２条第１項に規定する  

中小企業者、中小企業団体及びそれに準ずるものとして知事が特に支援が必要と認

める団体をいう。 

(2) デジタル力向上 ＩＴの活用を通じて生産性向上や業務効率化につながる専門的

な研修の受講や資格の取得及びこれにより得られた知識等を、ＩＴ機器やデジタル

ツールの導入により実践することをいう。 

(3) 県会計年度 毎年４月１日から翌年３月 31日まで 

 

 （補助対象者） 

第３条 補助対象者は、次の各号の全てを満たす中小企業者等とする。 

(1) 県内に主たる事務所、事業所を置いて事業を実施していること。 

(2) 申請日時点において、創業後１年を経過していること。 

(3) 申請要件として別に定める取組を実施していること。 

(4) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制下にあ 

る団体等でないこと。 

(5) 法人税法（昭和40年法律第34号）別表第一に規定する公共法人でないこと。 

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）に 

規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う 

者でないこと。 

(7) 次のいずれにも該当しないこと。（みなし大企業でない者） 

① 発行済株式の総数又は出資金額の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有して

いる中小企業 

② 発行済株式の総数又は出資金額の総額の３分の２以上を大企業が所有している中

小企業 

③ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている

中小企業 

(8) 法人税（個人事業主の場合は所得税）、県税、消費税及び地方消費税の滞納がな



 

 

いこと。又は、納税に関して、正式な猶予の手続き等を経ていること。 

(9) 別に定める補助金の交付を受けていない又は受ける予定がないこと。 

２ 知事は、前項の規定に準ずると認められる事業者について、補助対象者とすることが

できる。 

 

（補助対象事業等） 

第４条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）とは、生産性の向上

や業務効率化を図るための人材育成を伴う事業とし、その経費等は別表１のとおりとす

る。 

２ 同一の補助対象事業、設備等について国、県、市町が実施する他の補助制度と併用し

て交付を受けることはできない。 

 

（補助事業の実施期間） 

第５条 補助事業の実施期間は、知事が第８条第１項の規定による交付決定を行った日か

ら、令和６年１２月３１日までとする。 

２ 補助事業の着手は、前項に定める期間内でなければならない。 

 

 （補助対象経費、補助率及び補助金額等） 

第６条 補助金の交付対象となる経費（以下「対象経費」という。）は補助事業に要する

経費であって、別表１に掲げる経費のうち、知事が必要かつ適当と認めるものとする。

ただし、消費税及び地方消費税は対象経費から除外する。 

２ 補助金額の上限は100万円、下限は10万円とする。ただし、対象経費を人材育成費の

みとする場合、下限は適用しないものとする。 

３ 算出した補助金額に１万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

４ 第16条の規定による利益等排除に該当する補助事業者に係る経費については、当該利 

益等排除後の金額をもって、補助対象経費とする。 

５ 補助金の適用期間は、前条第１項に規定する補助事業の実施期間とする。 

 

 （補助金の交付申請） 

第７条 補助金を申請しようとする者は、規則第４条の規定に基づき、補助金交付申請書

（様式第１号）により申請を行うものとする。 

２ 規則第４条の規定による交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。 

(1) デジタル力向上事業計画書(様式第２号。以下「事業計画書」という。) 

(2) 県税に関し未納がないことを証明する証明書又は新型コロナウイルス感染症の影

響により徴収猶予を受けていることが分かる書類 

(3) 第３条第３号の要件を満たすことが分かる書類 

(4) 直近事業年度の貸借対照表及び損益計算書等 

(5) 誓約書（様式第３号） 

(6) 受講する人材育成講座の受講時間、受講内容、受講料等が分かる資料 

(7) ＩＴ機器やデジタルツールを導入する場合は、機器等の名称、型式、導入に伴う

作業・コンサルティングの内容、金額等が分かる資料又は見積書の写し 

(8) 申請者が法人の場合は、法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書）、申請者が個人

事業主の場合は、本人確認書類の写し 

(9) その他知事が必要と認める書類 



 

 

３ 第１項に規定する交付申請書を提出できる時期は、別に定める。 

 

 （補助金の交付決定） 

第８条 知事は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ、適当と認める時は

補助金の交付の決定をし、補助金交付決定通知書(様式第４号)により通知するものとす

る。 

２ 知事は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。 

３ 知事は、申請の内容を審査した結果、不交付の決定をする場合は、補助金不交付決定

通知書（様式第５号）により通知するものとする。 

 

（申請の取下げのできる期限） 

第９条 規則第８条第１項に規定する申請の取下げをすることができる期日は、補助金の

交付決定の通知を受けた日から15日を経過した日とする。 

 

（補助事業の実施状況報告） 

第10条 規則第11条第１項に規定する状況報告は、知事が報告を求めた場合、指定する日

までに補助金実施状況報告書（様式第６号）により行うものとする。 

 

（補助事業の変更） 

第11条 規則第11条第２項第１号の軽微な変更は次のとおりとする。 

(1) 補助目的の達成に何ら支障がないと認められる経費の配分の変更 

(2) 研修等の内容（受講者、人数、講座に係る内容、受講方法、期間、時間数等）の変

更であって、事業計画書に照らして人材育成の目的の達成に変わりがないもの 

(3) 導入するＩＴ機器又はデジタルツールの変更であって、事業計画書に照らして導入

の目的の達成に変わりがないもの 

(4) 補助事業の実施期間内の事業期間の延長 

２ 規則第11条第２項第１号に基づく知事への申請は、補助金に係る変更承認申請書（様

式第７号）によるものとし、補助金額に変更が生じる場合はデジタル力向上事業計画書

（変更）（様式第２号）を添付するほか、第７条第２項に規定する書類のうち内容に変

更が生じたものを添付するものとする。 

 

 （補助事業の中止又は廃止） 

第12条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補

助金に係る補助事業の中止（廃止）承認申請書（様式第８号）を知事に提出し、その承

認を受けなければならない。 

 

 （補助事業の実績報告） 

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第13条第１項の規定に基づき、

知事に対し、完了の日から10日を経過した日までに実績報告を行わなければならない。 

２ 前項の報告時に提出する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 補助金実績報告書（様式第９号） 

(2) デジタル力向上事業実績書（様式第10号） 

(3) 証拠帳票類の写し 

(4) 事業の実施状況及び実施結果が確認できる書類の写し、写真等 



 

 

(5) 振込口座の通帳の写し等 

(6) その他知事が必要と認める書類 

３ 補助事業者は、補助事業の廃止の承認を受けたときは、規則第21条の規定に基づき、

実績報告を省略する。 

 

 （補助金の額の確定） 

第14条 知事は、前条の規定により実績報告を受けた場合においては、その内容を審査の

うえ、適当と認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書

（様式第11号）により通知するものとする。 

 

 （補助金の交付） 

第15条 補助事業者は、規則第16条の規定に基づき補助金の交付を受けようとするときは、

補助金交付請求書（様式第12号）を知事に提出しなければならない。なお、交付要綱第

７条に規定する必要な書類は省略できるものとする。 

 

（利益等排除） 

第16条 補助金の交付の申請をしようとする者が、自身又は財務諸表等の用語、様式及び 

作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）第８条第３項に規定する親会社若し

くは子会社、同条第５項に規定する関連会社若しくは同条第８項に規定する関係会社か

ら調達を受けることによって補助事業を実施しようとする場合（他の会社を経由する場

合及びいわゆる下請会社の場合を含む。）は、別表２に掲げる方法により利益等排除を

行うものとする。 

 

（補助金の経理） 

第17条 補助事業者は、この補助事業に係る経理についての収入及び支出の事実を明確に

した帳簿及び証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する

県会計年度の終了の翌年度から５年間保存しなければならない。 

 

（財産の管理） 

第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財

産等」という。）については、事業完了後も、補助金取得財産等管理台帳（様式第13号）

を備え、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、

補助金の交付目的に従って効率的な運用を図らなければならない。 

 

（財産の処分の制限） 

第19条 補助事業者は、取得財産等のうち１件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50

万円以上の財産について、次の各号に定める期間内に補助金の交付目的に反して使用し、

他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しよう

とする（以下「取得財産等の処分」という。）ときは、規則第20条の規定に基づき、あ

らかじめ取得財産等の処分承認申請書（様式第14号）を知事に提出し、その承認を受け

なければならない。この場合において、知事は、当該取得財産等が次の各号に定める期

間を経過している場合を除き、補助事業者が取得財産等の処分をすることにより収入が

あるときは、その収入の全部又は一部を納付させることができる。 



 

 

(1) 減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵

省令」という。）に定められている財産については、大蔵省令に定められている耐

用年数に相当する期間 

(2) 大蔵省令に定めのない財産については、補助事業等により取得し、又は効用の増

加した財産の処分制限期間（昭和53年通商産業省告示第360号）に定められている耐

用年数に相当する期間 

 

（補助金の交付の決定の取消し等） 

第20条 知事は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付の内容、条

件、その他法令若しくはこれに基づく処分に違反したときは、額の確定の有無にかかわ

らず、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

２ 知事は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係

る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、その返還を命ずる。 

 

 （成果の公表） 

第21条 知事は、補助金の交付を受けて行った事業の成果について必要があると認めると

きは、公表することができるものとする。 

 

 （雑則） 

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、令和５年３月24日から適用する。 

 この要綱は、令和６年１月15日から適用する。 

  



 

 

 

別表１ 補助対象事業等（第４条、第６条関係） 

生産性向上や業務効率化を図るため、企業内でＩＴ機器やデジタルツールを活用でき

る人材を育成し、デジタル力向上に資する以下の経費 

費目 内容 補助率等 補助下限 補助上限 

人材育成費 

・デジタルに関す

る講座の受講経費

（1 講座あたりの

経費が 2 万円以上

（税抜き）かつ受

講時間が 5 時間以

上 の 講 座 に 限

る。） 

・デジタルに関す

る資格の取得経費 
２／３以内 

10万円 

（人材育成費

のみの場合、

下限なし） 

(ⅰ)人材育成費総額が5万円未

満の場合は、50万円 

 

(ⅱ)人材育成費総額が5万円以

上の場合は、100万円 

 

※人材育成費総額は、次の金

額の合計とする。 

・講座受講経費（税抜き） 

・資格取得経費（税抜き） 
導入費 

講座受講（上記の

講座に限る。）に

併せてＩＴ機器又

はデジタルツール

等を導入するため

の経費（導入に付

随する作業やコン

サルティング費用

及び諸経費を含

む。） 

※導入費については、人材育成の内容に関連のある物品の導入に限る。 

  



 

 

別表２ 利益等排除の方法（第16条関係） 

１ 利益等排除の対象となる調達先  

以下の（１）～（３）の関係にある会社から調達を受ける場合（他の会社を経由した場

合、いわゆる下請会社の場合も含む。）は、利益等排除の対象とします。 

利益等排除の対象範囲には、財務諸表等規則第８条で定義されている親会社、子会社、関

連会社及び関係会社を用いることとします。 

（１）補助事業者自身 

（２）１００％同一の資本に属するグループ企業 

（３）補助事業者の関係会社（上記（２）を除く）  

２ 利益等排除の方法  

（１）補助事業者の自社調達の場合 

原価をもって補助対象経費に計上します。この場合の原価とは、当該調達品の製造原価

をいいます。 

（２）１００％同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合 

取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補

助対象額とします。これによりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告（単独の損益

計算書）における売上高に対する売上総利益の割合（以下「売上総利益率」といい、売上

総利益率がマイナスの場合は０とする。）をもって取引価格から利益相当額の排除を行い

ます。この場合の売上総利益率は小数点第２位を切り上げて計算します。 

（３）補助事業者の関係会社（上記（２）を除く。）からの調達の場合 

取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合計以内

であると証明できる場合、取引価格をもって補助対象経費に計上します。これによりがた

い場合は、調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計算書）における売上高に対する営

業利益の割合（以下「営業利益率」といい、営業利益率がマイナスの場合は０とする。）

をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。 

注）「製造原価」及び「販売費及び一般管理費」については、それが当該調達品に対する

経費であることを証明してください。また、その根拠となる資料を用意してください。 

なお、（２）及び（３）が一般の競争の結果最低価格であった場合にはこの限りでは

ありません。 

 


